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資料２－１

主要作物のＩＰＭ実践指標モデルの策定について（案）

１．ＩＰＭ実践指標モデルを追加する目的

（１） 第５回ＩＰＭ検討会において「今後のＩＰＭ実践指標モデルの策定に

ついて（案）」について検討を行い、「野菜、落葉果樹から各１作物、茶

の指標モデルを策定し、必要に応じ畑作物を追加する。」等、作物を追

加していくこととされた。

（２） また、ＩＰＭ実践指針では「各都道府県においては、ＩＰＭの趣旨に基

づき、具体的な実践指標を地域の実情に応じて策定すること」としてお

り、実践指標モデルの役割は、都道府県の地域（例えば農業協同組合

の支部単位）で活用される実践指標の作成を助長するにある。

（３） これを踏まえ、地方農政局及び内閣府沖縄総合事務局（以下「農政

局等」という。）が都道府県及び独立行政法人研究機関と協力し、主要

作物のＩＰＭ実践指標モデル（以下「指標モデル」という。）を策定するた

めの環境を整備する。

２．指標モデル追加策定への取組方法

（１） ＩＰＭ要素技術の収集

農政局等は、都道府県及び独立行政法人研究機関から、ＩＰＭ要素

技術に関する情報を収集し、寄せられた情報を整理し、作物毎のＩＰＭ

要素技術集を作成する。

ＩＰＭ要素技術集は、生産現場において活用できる情報（例：要素技

術のメリット・デメリット、失敗事例など）を掲載する。

（２） ＩＰＭ基礎技術モデル（仮称）の作成

農政局等は、収集した作物毎のＩＰＭ要素技術について、作物の生育

時期ごと等により類別し、共通したＩＰＭ要素技術を取りまとめ、ＩＰＭ基

礎技術モデルを作成する。
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Ｉ ＰＭ基礎技術モデルは、農業者がＩＰＭを実践する際の基本的な技

術を掲載する。

（３） ＩＰＭ基礎技術から地域版への拡充

農政局等は、管下都府県と協力し、ＩＰＭ基礎技術モデルを基本に地

域性の高い要素技術及び先進的な要素技術を組み合わせ、県内産地

の地域性、気象条件、栽培時期等に対応したＩＰＭ実践指標モデル（地

域版）の作成に向けた検討を行う。

例えば、大豆のＩＰＭ基礎技術モデルを参考に、農政局等の地域特

性を活かし、ＩＰＭ実践指標モデル（東北地方北部版）や同（九州秋ダイ

ズ版）の作成を検討する。

さらに、複数の地域で様々なパターンのＩＰＭ実践指標モデル（地域

版）を作成することにより、他の地域（他都道府県）で作成されたＩＰＭ要

素技術が広く他の地域で活用できるかどうかを検証する。

（４） 指標モデルの取りまとめ方法等

指標モデルの作成に当たっては、農政局等と都道府県が協力し、 ＩＰ

Ｍ要素技術に関する情報収集を行い、独立行政法人試験研究機関や

都道府県の病害虫防除所等の専門家から意見を聴取する。

このため、ＩＰＭ検討会の作物専門部会は開催しないが、農政局等が

作成したＩＰＭ要素技術集及び基礎技術モデル案については、ＩＰＭ検

討会での検討を経て公表する。

また、これらの取組については、１９年度から２年間をかけて行うことと

する。今後１年間をかけて要素技術集及びＩＰＭ基礎技術モデルを取り

まとめ、その後、ＩＰＭ実践指標モデル（地域版）の作成に向けた検討を

行う。

（５） 今後、追加策定を優先する対象作物

第５回ＩＰＭ検討会での検討及び都道府県への要望調査結果等を踏ま

え、次の８作物を選定。

リンゴ、ナシ、大豆、茶、キク（露地）、施設トマト、

施設イチゴ、サトウキビ
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３．今後のＩＰＭ実践指標モデルの活用について

（１） 指標モデル活用の現状及び課題について

これまで、農業者が自らのＩＰＭの取組について、目標を設定し、実

施状況を確認することにより、達成度合を高めることを目的として、ＩＰ

Ｍ実践指標の活用を推進してきた。

ＩＰＭは防除への取り組み方であるので、個々の地域や農業者がそ

れぞれの農業生産の方法や経営の目標に応じてＩＰＭ要素技術を組

み合わせ、防除体系を構築するものである。つまり、農業者が自分の

目的に適合した防除体系を設計することが求められる。

今後さらに、ＩＰＭを広めて行くためには、ＩＰＭ実践指標の取組を

推進することが重要となるが、そのためには、農業者が理解しやすく、

かつ、具体的にＩＰＭに取り組めるよう検討する必要がある。

また、農業者のＩＰＭへの取組が他の農業施策における防除の部分

と一体化するよう、行政担当が施策面での検討を行う必要がある。

（２） 具体的なＩＰＭ防除の構築支援

都道府県の技術普及及び農業生産団体の営農指導において個々

の地域や農業者に適したＩＰＭ防除の設計を作成するため、集積した

ＩＰＭ要素技術をデータベース化し、個人の目的にあった防除手法の

選択を可能とする対話型のソフト（ ＩＰＭナビゲーション〔仮称〕）の構

築を検討する。

ＩＰＭナビゲーションの概要

ア ＩＰＭナビゲーションは、画面上で生産地・作物名・栽培型（露地 or 施

設など）を入力すると、各都道府県の栽培指針・防除指針等に記載され

ている標準的な生育ステージ毎の対象病害虫名、防除方法及び肥培管

理方法等のデータが表示される。

イ 各ステージ毎の病害虫名を選択すると、まずその生態等がポップアッ

プファイルで説明され、防除方法が提示される。防除方法には登録のあ

る農薬とともにＩＰＭ要素技術が示される。

ウ ここで、各防除方法の内容や注意書きを確認し、防除手法を選択する

ことができる。

エ このようにして、利用者は、すべての生育ステージにおいて、提示され

た防除方法の中から目的に応じた方法を選択することにより、目標とす
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べきＩＰＭ型防除設計（ＩＰＭ〔ＩＰＭ Persona l Model〕モデル）が出来上が

る。

オ この設計には実際に行った防除内容も記録することも検討しており、

実行可能であれば防除履歴として記録することができる。

（３） 指標モデルの施策的活用

生産現場では、環境保全型農業、ＧＡＰなど様々な施策推進されて

おり、取り組まれた結果として、「認証」などの制度が設けられている。

これらの施策における病害虫・雑草防除対策の技術的な下支えとして

としてＩＰＭ防除を組み込んでいく必要があるし、現在、取り組みが行

われている場合もある。

しかしながら、現行のＩＰＭ実践指標記帳の取組は、他の農業生産

施策の認定要件になっていないため、農業者がＩＰＭに取り組む動機

付けとして弱く、取組が進みにくいと思われる。

このため、農業者にＩＰＭを病害虫・雑草防除の技術的な下支えで

あると理解して頂くとともに、ＩＰＭの取組を誘引するため、行政担当と

して他の施策と一体的に進めることを検討する。

ＩＰＭの取組が何らかの形で農業者に還元されるか、具体的には、

ＩＰＭナビゲーションを活用し、生産認証における生産（防除）履歴・記

録として実践指標を利用することができるか、を検討する。

ＩＰＭを防除の理念として推進することが重要ではあるが、実施に対

する達成感がＩＰＭ普及の促進に有効と考える。

例えば、エコファーマーの認定という条件はあるものの、地域全体

でＩＰＭに取り組むことにより、慣行防除から化学農薬の使用回数を 50
％削減することが可能となれば、農地・水・環境保全向上対策の対象

として認証されることとなり、ＩＰＭへの取組が一定額の交付金として有

形の形で還元される。

このため、今後、各施策の担当とＩＰＭの技術評価や評価基準の内

容について協議し、ＩＰＭが施策の評価対象として採択されるように取

り組んで行きたい。


